
 

裁判所施設の耐震診断結果等の公表について（平成２６年６月） 

 

裁判所においては，平成２１年度までに裁判所施設の特定建築物（※）について耐震診断等

を実施し，その耐震性能の現況と今後の耐震化の目標について平成２２年７月に公表しました。 

 また，平成２３年度までに特定建築物以外の庁舎の耐震診断が終了し，その結果をリストに

追加したものを平成２４年８月に公表しました。今般，その後の耐震化の進捗状況を取りまと

めましたので公表します。 

 

（※）特定建築物 階数３以上，かつ，延べ面積１，０００㎡以上の建物で，耐震改修促進法

第６条第１号・同施行令第２条第１項，第２項で定める特定建築物を言う。 

 

１.公表の対象 

裁判所施設６２２棟，約１７４万㎡（平成２４年８月公表時）について行います。 

 

 

２.公表の概要 

平成２６年４月１日時点において，裁判所施設６２２棟のうち耐震性を満足する施設は４９

０棟（約７９％）であり，満足しない施設は１３２棟（約２１％）でした。 

また，予算措置済の施設を加えた耐震化率（耐震安全性の基準を満足する施設の割合）は，

棟数の割合で約９０％となっています（この割合は平成２８年度以降に工事が完成する棟も含

まれています）。 

 

 

３.耐震化の目標 

裁判所では，庁舎建替えや改修工事によって耐震対策を進めています。 

今後も耐震対策を進め，平成２７年度末を目途に裁判所施設の耐震化率を少なくとも９０％

とするように努めます。 

 

 

４.耐震性の評価方法と安全性 

耐震診断の方法は，原則として「官庁施設の総合耐震診断・改修基準」に基づいています。

評価値１．０未満は，震度６強から震度７程度の大規模地震に対する耐震安全性の水準を満足

していないという評価になります（「大規模地震に対する構造体の耐震安全性の評価」参照）。 

なお，今回の公表対象のうち，評価値が１．０未満のものは，すべて現行の建築基準法に基

づく新耐震設計法の施行以前（昭和５５年以前）のものです。これらの施設についても，中規

模地震で損傷しないことについて建設当時の設計において検証されており，震度５強程度の中

規模地震に対し損傷しないことが確認されています。 



大規模地震に対する構造体の耐震安全性の評価（裁判所施設は全てⅢ類）
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５.裁判所施設の耐震性の状況

新耐震基準

ａ ｂ ｄ ｄ

棟数 23 8 99 135 13 278

評価

計旧耐震基準
建替え
による
解体等

面積（㎡） 190,210 33,758 340,991 889,606 31,549 1,486,114

棟数の割合（％） 8.3% 2.9%

面積の割合（％） 12.8% 2.3%

棟数 27 74 90 149 4 344

面積（㎡） 26,794 68,579 63,554 92,676 1,902 253,505

棟数の割合（％） 7.8% 21.5%

面積の割合（％） 10.6% 27.1%

棟数 50 82 189 284 17 622

面積（㎡） 217,004 102,337 404,545 982,282 33,451 1,739,619

棟数の割合（％） 8.0% 13.2%

面積の割合（％） 12.5% 5.9%

棟数 14 46 225 273 64 622

面積（㎡） 13,199 43,806 597,061 965,726 119,827 1,739,619

棟数の割合（％） 2.3% 7.4%

面積の割合（％） 0.8% 2.5%

※ ｢新耐震基準｣は建築基準法に基づく新耐震設計法（昭和５６年）により設計された棟

※ 四捨五入の理由により，端数において割合が合致しない場合がある
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